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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2026年3月16日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、信

託報酬等の記載を変更するため、また関係情報を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

 

２【訂正の内容】

　　　　　の部分は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜訂正前＞

（略）

・属性区分定義

（略）

（注2）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資

信託協会
＊
のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。

（略）

＊一般社団法人投資信託協会の名称は、2026年4月1日付で「一般社団法人資産運用業協会」へ変更

される予定です（以下同じ。）。

 

＜訂正後＞

（略）

・属性区分定義

（略）

（注2）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産

運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。

（略）

 

（２）【ファンドの沿革】

＜訂正前＞

2026年4月1日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始（予定）

 

＜訂正後＞

2026年4月1日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始

 

（３）【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

（略）

○委託会社の概況

（略）

大株主の状況

（2025年12月30日現在）

株主名 住所 所有株数 所有比率

株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ

東京都千代田区大手町一丁目5番

5号
28,000株

※1
70.0％

※2

第一生命ホールディングス株式会社
東京都千代田区有楽町一丁目13

番1号
12,000株 30.0％

※2

※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
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※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生

命ホールディングス株式会社49.0％

 

＜訂正後＞

（略）

○委託会社の概況

（略）

大株主の状況

（2026年4月1日現在）

株主名 住所 所有株数 所有比率

株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ

東京都千代田区大手町一丁目5番

5号
28,000株

※1
70.0％

※2

株式会社第一ライフグループ
東京都千代田区有楽町一丁目13

番1号
12,000株 30.0％

※2

※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。

※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、株式会

社第一ライフグループ49.0％

 

２【投資方針】

（２）【投資対象】

＜訂正前＞

（略）

（参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

（略）

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への投資割合には、制限を設けません。

②外貨建資産への投資は行いません。

③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の

純資産総額の5％以下とします。

④デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格

変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす

る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信

託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以

内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一

般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ

ととします。

（略）

 

＜訂正後＞

（略）

（参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
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（略）

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への投資割合には、制限を設けません。

②外貨建資産への投資は行いません。

③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の

純資産総額の5％以下とします。

④デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格

変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす

る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信

託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以

内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一

般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う

こととします。

（略）

 

（５）【投資制限】

＜訂正前＞

（略）

⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス

ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原

則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に

は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う

こととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）

（略）

⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第26条）

デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理

的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

（略）

 

＜訂正後＞

（略）

⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合

には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を

行うこととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）

（略）

⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第26条）

デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところにしたがい、合

理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

（略）
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４【手数料等及び税金】

（３）【信託報酬等】

＜訂正前＞

以下により計算される①と②の合計額とします。

①ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.14278％（税抜0.1298％）以内の率
＊
を乗じて得た額

＊2026年4月1日現在は、年率0.14278％（税抜0.1298％）になります。配分は以下の通りです。

支払先 内訳（税抜） 主な役務

委託会社 年率0.0549％
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の

算出等の対価

販売会社 年率0.0549％
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口

座内でのファンドの管理等の対価

受託会社 年率0.0200％
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等

の対価

※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

（略）

 

＜訂正後＞

以下により計算される①と②の合計額とします。

ただし、①により計算される額（税抜）と②により計算される額（税抜）の合計額は、各計算期間

においてファンドの純資産総額に対して年率0.5％（税抜）を乗じて得た額を超えないものとしま

す。

①ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.14278％（税抜0.1298％）以内の率
＊
を乗じて得た額

＊2026年4月1日現在は、年率0.14278％（税抜0.1298％）になります。配分は以下の通りです。

支払先 内訳（税抜） 主な役務

委託会社 年率0.0549％
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の

算出等の対価

販売会社 年率0.0549％
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口

座内でのファンドの管理等の対価

受託会社 年率0.0200％
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等

の対価

※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

（略）

 

５【運用状況】

＜訂正前＞
ファンドは、2026年4月1日から運用を開始する予定であるため有価証券届出書提出日現在、資産を有しておりません。

（略）

 
＜訂正後＞
ファンドは有価証券届出書提出日現在、資産を有しておりません。

（略）
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第２【管理及び運営】

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

＜訂正前＞

基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券

を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財

産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい

ます。

（略）

 

＜訂正後＞

基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券

を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託

財産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をい

います。

（略）

 

第３【ファンドの経理状況】

＜訂正前＞

ファンドの運用は、2026年4月1日から開始する予定であり、ファンドは有価証券届出書提出日現在、資産を有してお

りません。

（略）

 

＜訂正後＞

ファンドは有価証券届出書提出日現在、資産を有しておりません。

（略）
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